
【改正の内容】 

 （１）郷土歴史博物館の観覧料（１人につき） 

区分 
改正前 

(8％)金額 

改正後 

(10％)金額 

平常展示観覧料 

(１回につき) 

個人 ２１０円 ２２０円 

団体   １６０円 

共通観覧・入園料 

(１回につき) 

個人 ３４０円 ３５０円 

団体 ２５０円 ２６０円 

 

特別展覧会観覧料 

(１回につき) 

個人 市長がその都度定める額 

団体 個人の特別展覧会観覧料から当該特別展覧会観

覧料の 20パーセントに相当する額を減算した額 

 

友の会優待観覧料 

(１年につき) 

一般 １,２９０円 １,３２０円  

高校生、大学

生及びこれ

らに準ずる

者 

８６０円 ８８０円 

 

（２）郷土歴史博物館の使用料 

１ 施設（使用１回につき） 

施設区分 
単位 

時間 

改正前 

(8％)金額 

改正後 

(10％)金額 

 

本館 
講堂(東側半分) 

３時間 

以内 

９７０円 ９９０円 

講堂(西側半分) ９７０円 ９９０円 

講堂(全体) １,９４０円 １,９８０円 

企画展示室(東側半

分のみ) 

８時間 

以内 
６,０４０円 ６,１６０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 設備（使用１回につき） 

区分 
改正前 

(8％)金額 

改正後 

(10％)金額 

本館 

講堂 

音響機器 1 式(講堂全体使

用時に限る。) 
７５０円 ７７０円 

映像機器 1 式(講堂全体使

用時に限る。) 
２,１６０円 ２,２００円 

本館企画

展示室 
照明器具 10点につき １００円 １１０円 

本館共通 

展示台 1 点につき(大きさ

にかかわらず) 
１００円 １１０円 

スライド映写機 スクリ

ーン 1式 
３２０円 ３３０円 

パネル 1式(5枚単位) ５４０円 ５５０円 

その他 規則で定める額 

 

 （３）養浩館庭園の入園料（１人につき） 

区分 
改正前 

(8％)金額 

改正後 

(10％)金額 

普通入園料 
個人 ２１０円 ２２０円 

団体   １６０円 

共通観覧・入園料 
個人 ３４０円 ３５０円 

団体 ２５０円 ２６０円 

 

（４）養浩館庭園の使用料（１回につき） 

施設区分 
単位 

時間 

改正前 

(8％)金額 

改正後 

(10％)金額 

書院内の御月見の間、鎖の間、

金砂子の間、御座の間、御次

の間、櫛形の御間、御台子、

台所、御廊下、御上り場、御

湯殿 

３時間 

以内 

１部屋につき 

１，６２０円 

１部屋につき 

１，６５０円 

 


